
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【問い合わせ先】 

世田谷区玉川総合支所    住 所：〒１５８-００９４ 世田谷区玉川１-２０-２１ 

二子玉川庁舎（仮設庁舎）  電 話：０３-３７０２-４５３９ 

街づくり課         ファクシミリ：０３-３７０２-４０９４ 

日頃より世田谷区の街づくりにご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

地域住民により結成されている「上用賀一丁目まちづくり

協議会」より、平成30年７月に「上用賀一丁目地区街づくり

提案書(追加)」をいただき、上用賀一丁目地区全体の街づくり

のルールづくりに取り組んでまいりました。 

今回、これまでの説明会等※でいただいた皆さまのご意見を

踏まえ、「地区計画変更(案)」等を取りまとめました。つきま

しては、「地区計画変更(案)」等の公告･縦覧と意見書の受付

を行いますので、以下のとおりご案内させていただきます。 

※これまでの説明会等：地区計画等変更（たたき台）意見交換会（令和元年 8月開催） 

地区計画変更（素案）説明会     （令和元年12月開催） 

地区計画変更（原案）説明会     （令和２年 ２月開催） 

※地区計画変更(案)は、街づくりニュース第４号（令和２年１月発行）でお知らせした地区計

画変更(原案)からの内容の変更はございません。 

  

上用賀一丁目地区 

馬事 
公苑 

陸上自衛隊 
用賀駐屯地 

国衛研 
跡地 

地区計画変更（案）等の公告･縦覧、意見書の受付 

1)上用賀一丁目地区地区計画の変更案      

2)上用賀一丁目地区地区街づくり計画の変更案

※地区計画と地区街づくり計画の内容は同じです。 

令和２年８月３日（月）～８月１７日（月） 

世田谷区都市計画課、玉川総合支所街づくり課 

1)地区計画については 世田谷区都市計画課 

2)地区街づくり計画については 玉川総合支所街づくり課 

※意見書には、提出する方の氏名･住所を記入してください（書式自由）。 

※提出は、郵送･ファックス･持参のいずれでも可能です。 

※都市計画課の住所等（ ） 

住所：〒154-0017 世田谷区世田谷4-21-27 

電話：03-5432-2455 ﾌｧｸｼﾐﾘ：03-5432-3023 

 

 

馬事公苑 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


